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改
正
の
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箕
面
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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提
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箕
面
市
条
例
第 

 
 

号 

箕
面
市
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

箕
面
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
号
中
「
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
得
る
も
の
の
う
ち
」
を
「
、
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
」
に
改
め
、

「
認
め
ら
れ
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
」

を
加
え
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
二
号
か
ら
同
条
第
六
号
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

集
団
又
は
地
域
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
集

団
又
は
地
域
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
意
識
を
助
長
し
、
当
該
集
団
又
は
地
域
の
構

成
員
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


